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Ｇ７首脳声明

（仮 訳）

２０００年７月２１日、沖縄

世界経済

１．我々が前回ケルンで会合して以来、世界経済の成長見通しは、先進国及

びより一般的に世界経済の基本的なファンダメンタルズが強化され、我々

の経済がより均衡のとれた、従ってより持続可能な成長のパタ－ンに移行

していく中で、更に改善した。アジアやその他の地域で危機の影響を受け

た国を含め、新興市場国の経済は、引き続き力強さを増してきている。

２．同時に、持続的で力強く均衡のとれた成長の達成を確かなものとするた

めには、警戒の継続と更なる行動が必要である。我々は、我々すべての国

においてこの目標の達成に向けてマクロ経済政策及び構造政策を実施する

ことの重要性に合意し、新たな技術が創り出す投資の機会を潜在成長率引

き上げのために十分に活用することに重点を置く。

３．より具体的には、

－米国及びカナダでは、成長は引き続き力強く、失業率は低く、インフレ

が十分に抑制されており、マクロ経済政策は、持続可能な成長率及び低

インフレを維持する方向に引き続き向けられるべきであり、米国では、

国内貯蓄を増加させるべきである。

－ユ－ロ地域では、成長がさらに強まり、雇用が増加しており、投資、雇

用及び潜在生産力の拡大に向けられた健全なマクロ経済政策及び力強い

構造改革が依然として重要である。

－英国では、成長が強まり、雇用は引き続き増加し、インフレは低い中、

経済政策は、成長及び雇用を維持しながら、引き続き、インフレ目標の

達成を目指すべきである。

－日本では、不確実性も依然として残っているものの、経済は景気回復へ

の前向きな兆しを引き続き示しており、マクロ経済政策は、内需主導の

成長を確かなものとするよう引き続き支援的なものとすべきである。構

造改革は、潜在生産力の向上を促進するために継続されるべきである。
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－我々は、多くの新興市場国、移行経済国、及び開発途上国における回復

を歓迎するが、企業部門及び金融部門の構造改革の更なる進展の重要性、

並びに、健全な基本的財政ポジション及び債務構造の重要性を強調する。

４．我々は、世界の原油市場における最近の動向が世界経済の成長に及ぼす

悪影響に懸念を有している。この観点から、我々は、石油産出国及び石油

消費国の双方における持続的な成長及び繁栄の確保に寄与する上での石油

市場の一層の安定の必要性を強調する。

国際金融システムの強化

５．１９９７年以来の一連の危機以降、国際社会は、国際金融の環境の大幅

な変化、特に、民間資本市場の規模及び重要性の増大に照らして、国際金

融システムの強化を通じて世界経済の一層の安定の促進のために努力を払

ってきた。

６．我々は、これまでの進展を歓迎するとともに、我々の大蔵大臣が提示し

た以下の分野における更なる措置を支持する。

７．我々は、国際金融システムを更に強化するために、国際社会の他のメン

バ－との協力を継続する。

国際通貨基金（ＩＭＦ）の改革

８．ＩＭＦは、世界の持続可能な成長の重要な前提条件としてマクロ経済及

び金融の安定を推進する上で、引き続き中心的な役割を果たすべきである

とともに、将来の課題に対処するために発展し続けるべきである。全世界

的な国際機関として、ＩＭＦは、共通の関心に基づき、最貧国を含む全加

盟国とのパ－トナ－シップの下で作業を行わなければならない。これに関

連して、我々は、以下の措置を特に重視する。

－危機を予防するためのＩＭＦの監視の強化：グロ－バリゼ－ション及び

大規模な民間資本移動に照らし、監視（サ－ベイランス）の性格及び範

囲の大幅な質的変化が必要とされている。
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－国際的な行動規範及び基準の実施：我々は、国際的な行動規範及び基準

をＩＭＦの監視（サ－ベイランス）へ組み込むことを含め、この目的に

向けた我々の努力を強化する決意である。

－ＩＭＦ融資制度の改革：資本市場のグロ－バリゼ－ションに適応するた

めに、我々は、我々の大蔵大臣により示されたように、合理化された、

インセンティブに基づくＩＭＦの融資の枠組みの実現に向けての早期の

進展に優先度を与える。

－ＩＭＦの資金基盤の保全及びプログラム期間終了後の監視：強化された

保全（セ－フガ－ド）措置の実施及びプログラム期間終了後の監視（モ

ニタリング）のためのＩＭＦの能力を強化することが必要不可欠である。

－統治及び説明責任の強化：世界経済の変化を考慮に入れて、ＩＭＦの意

思決定のあり方及びその運営が引き続き説明責任を果たし得るものであ

ることが重要である。

－危機の予防及び解決における民間部門の関与の促進：我々は、最近のＩ

ＭＦのプログラムへのファイナンシングに国外の民間債権者が貢献し、

我々がケルンにおいて示した枠組みに基づいて我々の大蔵大臣が本年４

月に合意したアプロ－チを実践的なものとすることの重要性が確認され

たことを歓迎する。

国際開発金融機関（ＭＤＢ）の改革

９．ＭＤＢの中心的役割は、援助の効率性を改善し、民間資金移動との競合

を避けつつ、開発途上国における貧困の削減を促進することであるべきで

ある。ＭＤＢは、基礎的な保健や教育、清潔な水及び衛生といった中核的

な社会投資に充てられる資金を増加させべきである。包括的開発フレ－ム

ワ－ク（ＣＤＦ）及び貧困削減戦略ペ－パ－（ＰＲＳＰ）は、援助借入国

が強い主体性を有するプログラムの基礎となるべきである。

１０．すべてのＭＤＢは、借入国のパフォ－マンスに一層基づいた形で、支

援を配分するべきである。国別援助戦略は、統治の問題を含む借入国の政

策環境を十分に考慮に入れるべきである。ＭＤＢ自身の統治及び説明責任
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も強化されるべきである。

１１．我々は、ＭＤＢが、特にＨＩＶ／エイズを含む感染症及び寄生虫症並

びに環境の悪化に対処するために緊急に必要とされている措置をはじめと

する国際公共財の供給を増加する上で、指導的役割りを果たすことを期待

する。

高レバレッジ機関（ＨＬＩ）、資本移動及びオフショア金融センタ－（ＯＦ

Ｃ）

１２．我々は、金融安定化フォ－ラム（ＦＳＦ）によりこの３月に提言され

た措置を実施することの重要性を強調する。

１３．ＨＬＩの活動の潜在的な影響に対する懸念に関し、我々は、提言され

た措置が完全に実施されるべきであること及び追加的な措置が必要である

か否かを決定するためにその再検討を行うことに合意する。我々は、ＦＳ

Ｆが、現在規制を受けていないＨＬＩへの直接規制について、検討を行っ

たがこの段階では提言には至らなかったこと、しかし、今後の再検討の上、

もし提言された措置の実施によっても特定された懸念が十分払拭されてい

ないとされた場合には、直接規制が再検討されることを強調したことに留

意する。

１４．我々は、ＩＭＦに対し、ＦＳＦによって優先課題として特定されたオ

フショア金融センタ－に関する評価を早急に実施することを強く促す。

１５．我々は、金融システムを強化し、適切な外国為替相場制度を選択し、

よく順序立った方法で資本勘定を自由化することが、引き続き各国にとっ

て不可欠であることに合意する。

地域協力

１６．我々は、強化された監視（サ－ベイランス）を通じた地域協力が、国

家レベルにおける政策の枠組みを強化することによって金融の安定性に貢

献し得ることに合意する。ＩＭＦのプログラムを支援する形で国際金融機

関（ＩＦＩ）によって供与される資金を補完するための地域レベルでの協
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力的な資金取極は、危機の予防及び解決に効果的であり得る。この関連で、

我々はアジアや北米における最近の進展を歓迎する。制度上異なる文脈で

はあるが、欧州における経済及び金融の統合メカニズムや通貨統合もまた、

世界の経済及び金融の安定に貢献している。

拡大ＨＩＰＣイニシアティブの進展

１７．極度の貧困状況にある世界人口比率を２０１５年までに半減するとい

う国際開発目標（ＩＤＧ）は意欲的なものである。それは、貧困削減及び

経済発展という好循環に貢献しうる、適切な社会セクタ－の政策を伴った

経済成長戦略を必要とする。重債務貧困国（ＨＩＰＣ）の債務救済は、そ

のような戦略の一部に過ぎないが、非常に重要な要素である。

１８．昨年、我々はケルンにおいて、より早く、より広範で、より深い債務

救済のための拡大ＨＩＰＣイニシアティブを実施することに合意し、貧困

削減のための基金を設立した。我々は、このイニシアティブが昨年秋に国

際社会によって支持されたことを歓迎する。

１９．それ以来、一層の努力が必要とされる一方で、拡大ＨＩＰＣイニシア

ティブの実施に向けた進展が見られている。本日発表された、「貧困削減

と経済発展」に関するＧ７の大蔵大臣による報告書の付属文書にあるよう

に、ベニン、ボリビア、ブルキナ・ファソ、ホンジュラス、モ－リタニア、

モザンビ－ク、セネガル、タンザニア、及びウガンダの９か国は既に決定

時点に到達し、このイニシアティブの利益を享受している。これらの国を

対象としたＨＩＰＣイニシアティブの下での債務救済総額は、名目価値で

１５０億米ドル（現在価値相当で８６億米ドル）以上に及ぶはずである。

２０．我々は、重債務貧困国が市民社会を含む参加プロセスを通して、包括

的で主体性に基づいた貧困削減戦略を策定するための努力を払ってきてい

ることを歓迎する。我々は、このような努力をまだ払っていない重債務貧

困国が早急に同プロセスに取り組み債務削減の利益を十分に享受すること

を奨励する。我々は、現在多くの重債務貧困国が貧困削減を妨げ債務救済

を遅らせている軍事的衝突により影響を受けているという事実を憂慮する。

我々は、これらの国に対して、衝突への関与を終了し、早急にＨＩＰＣプ

ロセスに取り組むことを要請する。我々は、我々の閣僚に対し、ＨＩＰＣ
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イニシアティブに参加するための適切な条件を生みだすことを奨励するた

めに、紛争当事国と早期にコンタクトをとるように要請することによって、

これらの国が債務救済に備え、それを推進することを支援するための努力

を強化することに合意する。我々は、経済改革の進展や債務救済の利益が

貧しくて最も影響を受けやすい人々の支援に向けられることを確保する必

要性を十分に考慮しつつ、ケルンで設定した目標に沿って、できるだけ多

くの国が決定時点に到達することを確保するように協力する。

２１．この観点から、我々は、世銀及びＩＭＦによる共同実施委員会（ＪＩ

Ｃ）の設立を歓迎するとともに、重債務貧困国及び国際金融機関がこのイ

ニシアティブの実施に向けた作業を加速するように強く求める。国際金融

機関は、他の援助供与国とともに、重債務貧困国が貧困削減戦略ペ－パ－

（ＰＲＳＰ）を用意することを助けるべきであるし、技術支援を通じて財

源管理を支援するべきである。

２２．我々は、ＯＤＡ債権について１００％の債務削減を実施するとのコミ

ットメントを再確認し、適格な商業債権についても１００％の債務削減を

実施することに新たにコミットする。我々は、いくつかの非Ｇ７諸国も１

００％の債務救済を実施するという発表を行ったことを歓迎するとともに、

他の援助供与国もそれにならうことを強く促す。

２３．我々は、拡大ＨＩＰＣイニシアティブの効果的な実施のために国際金

融機関による必要な融資を確保する上での進展に留意し、ＨＩＰＣ信託基

金への出資を含む種々の約束及び当初の貢献を歓迎する。我々は、約束し

た資金をできるだけ早く提供するとのコミットメントを再確認する。この

文脈において、我々は債権国間の公正な負担の分担の重要性を認識する。

２４．戦争及び危機の甚大な破壊的影響に照らして、我々は、ＯＥＣＤに対

して、重債務貧困国及びその他の低所得開発途上国への輸出信用が非生産

的な目的に使用されないことを確保するために、国内法令及び規制の再検

討を含む強化された措置を再検討するように要請する。我々は、ＯＥＣＤ

ができるだけ早くこの作業を完成させて、結果を公表することを奨励する。

国際金融システムの濫用に対する行動
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２５．国際金融システムの利益を確かなものとするため、我々は、その信頼

性と健全性が、資金洗浄、有害な税の競争、及び貧弱な規制上の基準によ

って損なわれないよう確保する必要がある。

２６．我々は、本日公表された、「国際金融システムの濫用に対する行動」

に関するＧ７大蔵大臣報告を歓迎し、強く支持するとともに、以下の進展

を特に重視している。

－資金洗浄：我々は、２９か国・地域の規則及び慣行の検討結果及び１５

の非協力国・地域（ＮＣＣＴ）の特定について公表した、資金洗浄に関

する金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）の当初作業を歓迎する。我々は、こ

れら１５のＮＣＣＴの個人及び団体とのビジネスや取引に関連するリス

クを認識し、警戒を強化することを求める要請を国内の金融機関に発出

したことに満足をもって留意する。我々は、自らの制度を改善すること

にコミットする国・地域に対しては、助言を与えたり、そして適当な場

合には技術支援を行う用意がある。我々は、必要かつ適当な場合には、

自国のシステムを適切に改革するための手段を講じないＮＣＣＴに対し

て、それらの国・地域との金融取引に条件を課し、又は制限する可能性、

及び、国際金融機関からそれらの国・地域に対する支援に条件を課し、

又は制限する可能性を含めて、協調して対抗措置を講ずるために一致し

て行動する用意がある。

－タックス・ヘイブン及びその他の有害な税制：我々は、有害な税制の特

定及び除去の進展状況に関するＯＥＣＤ報告書を歓迎する。報告書には、

タックス・ヘイブンの基準に合致しているいくつかの国・地域、及び、

ＯＥＣＤ諸国域内における潜在的に有害な優遇税制の２つのリストが含

まれる。我々は、また、国・地域によって既に公になされた有害な税の

慣行の除去についてのコミットメントを歓迎し、すべての国・地域にこ

のようなコミットメントを行うことを強く促す。我々は、ＯＥＣＤに対

し、有害な税制を抑止し非加盟国との対話を拡充する努力を続けること

を奨励する。我々は、また、税目的の銀行情報へのアクセスの向上に関

するＯＥＣＤの報告書への支持を再確認し、すべての国に対し、すべて

の税目的の銀行情報へのアクセス及び情報の交換を許容するとの立場に

向けて速やかに作業を進めるよう要請する。
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－オフショア金融センタ－：国際金融基準に適合しないオフショア金融セ

ンタ－（ＯＦＣ）に関し、我々は、評価のための優先度の高い国・地域

の金融安定化フォ－ラム（ＦＳＦ）による特定を歓迎する。我々は、Ｏ

ＦＣが貧弱な規制監督体制を改善するためにＦＳＦが勧告したすべての

措置を実施するとともに、有害な税の競争を除去し、資金洗浄対策の措

置をとることが不可欠であると考える。この観点から、我々は、我々の

大蔵大臣によって特定された８分野に高い優先度を与える。これらは、

国際的な協力、情報交換、顧客の特定、過度の秘密の廃止、金融機関の

効果的な調査、金融監督と資金洗浄対策への手段・人員の拡充、法制度

の改善、及び、有害な税制の除去である。我々は、国・地域に対して必

要な変更を行うよう奨励するための措置をとるとともに、適切な場合に

は技術支援を提供する。国・地域が一定の基準を満たさず、国際基準の

遵守水準の向上にコミットしない場合には、我々は、これらの不履行に

よる影響から国際金融システムを守るための措置もとる。

－国際金融機関（ＩＦＩ）の役割：我々は、ＩＭＦ及び世界銀行を含むＩ

ＦＩに対し、金融セクタ－の評価並びにプログラム策定及び支援の観点

から、諸国による関連国際基準の実施を手助けすることを強く促す。

２７．我々は、国際金融システムの濫用に対して国内的及び国際的な具体的

な行動が早急に必要であることを強調する。我々は、また、一層の協調、

様々な国際的フォ－ラムで現在行われている努力への一層の弾み、及び迅

速なフォロ－アップ行動を強く促す。

原子力の安全／ウクライナ

２８．我々は、本年１２月１５日にチェルノブイリ原子力発電所を閉鎖する

とのクチマ大統領の決定を歓迎する。我々は、チェルノブイリ原子力発電

所の恒久的な閉鎖に伴う問題に取り組む上で、ウクライナ政府との協力を

継続する。

２９．我々は、石棺実施計画（ＳＩＰ）への支援を継続するとのケルン・サ

ミットにおけるコミットメントを再確認する。我々は、石棺実施計画の完

全な実施を確保するために７月に開催されたプレッジング会合の結果を歓

迎する。我々は、Ｇ７以外のドナ－による貢献を評価する。
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３０．我々は、ウクライナ政府に対し、電力部門の改革の促進、特に現金で

の料金徴収の向上及び民営化の促進により、エネルギ－部門に対する経済

的現実性のある投資を引きつけるようにすることを強く促す。我々は、こ

の点に関し、欧州復興開発銀行からの報告を受けることを期待する。その

間、我々は、了解覚書に従って、最小費用の原則に基づくエネルギ－・プ

ロジェクトの準備についてウクライナ政府を支援するとのコミットメント

を確認する。


